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１． 会社の概況 

①  商号、許可年月日等 

商品取引員名  岡安商事株式会社 

代 表 者 名  代表取締役 岡本 安明 

所 在 地  大阪市中央区北浜二丁目３番８号(〒541‐0041) 

電 話 番 号  06‐6222‐0001（代） 

ホームページ 

許 可 年 月 日 

加 入 協 会 名 

 

 

http://www.okayasu-shoji.co.jp/ 

平成 22 年 12 月 28 日 

日本商品先物取引協会 

日本商品委託者保護基金 

  会社の沿革  

   当社は、商号を「株式会社真下商店」として、昭和 27 年 10 月 10 日東京都江東区佐賀 1 丁目に資

本金 300 万円で設立いたしました。 

年  月 概            要 

昭和 27 年 10 月 株式会社真下商店設立 

東京穀物商品取引所に商品仲買人の登録 

昭和 30 年 10 月 資本金を 450 万円に増資 

昭和 36 年 3 月 資本金を 800 万円に増資 

昭和 40 年 10 月 資本金を 1,200 万円に増資 

昭和 43 年 7 月 資本金を 2,000 万円に増資 

昭和 44 年 3 月 商号を真下商事株式会社に変更し、東京都渋谷区渋谷 2 丁目に移転 

資本金を 2,500 万円に増資 

昭和 44 年 4 月 資本金を 4,800 万円に増資 

昭和 45 年 1 月 事業目的にゴム繊維関連の売買仲介を追加 

昭和 45 年 3 月 福井人絹取引所に会員加入 

昭和 46 年 1 月 商品取引所法の改正により東京穀物商品取引所農産物市場における商品取引員としての

許可を取得 

昭和 50 年 12 月 福井人絹取引所閉鎖に伴い退会 

昭和 51 年 1 月 仙台支店開設 

昭和 51 年 4 月 事業目的に金地金の売買及び有価証券並びに不動産への投資等を追加 

いわき支店開設 

昭和 51 年 12 月 東京ゴム取引所会員加入 

昭和 53 年 9 月 本社を東京都渋谷区渋谷 1 丁目に移転 

昭和 54 年 9 月 いわき支店閉鎖 

昭和 55 年 8 月 前橋乾繭取引所繭糸市場における商品取引員としての許可を取得 

昭和 55 年 9 月 資本金を 7,800 万円に増資 

昭和 58 年 9 月 上野支店開設 

昭和 59 年 10 月 資本金を 9,800 万円に増資 

昭和 59 年 11 月 東京ゴム取引所、東京金取引所、東京繊維商品取引所の合併による東京工業品取引所の設

立に伴い、同取引所会員加入 

昭和 60 年 4 月 横浜支店開設 

昭和 60 年 12 月 東京工業品取引所ゴム市場における商品取引員としての許可を取得 

昭和 62 年 4 月 東京砂糖取引所会員加入 

昭和 62 年 9 月 上野支店移転 

昭和 63 年 11 月 新宿支店開設 

平成元年 1 月 東京工業品取引所綿糸市場会員加入 

平成 3 年 2 月 商号を株式会社ハーベスト･フューチャーズに変更 

CI（コーポレートアイデンティティー）導入 

平成 3 年 3 月 大阪支店開設 

平成 3 年 4 月 資本金を 3 億 380 万円に増資 

平成 3 年 8 月 東京砂糖取引所砂糖市場における商品取引員としての許可を取得 

平成 3 年 9 月 東京工業品取引所貴金属市場における商品取引員としての許可を取得 
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年  月 概            要 

平成 5 年 10 月 

 

東京工業品取引所綿糸市場における商品取引員としての許可を取得 

東京穀物商品取引所と東京砂糖取引所が合併 

平成 6 年 11 月 新宿支店移転 

平成 6 年 12 月 資本金を 5 億 1,646 万円に増資 

平成 7 年 8 月 上野支店移転 

平成 8 年 4 月 商品投資販売業の許可を取得（商品ファンド販売法人） 

平成 8 年 5 月 事業目的を変更 

平成 8 年 7 月 ホームページ開設 

平成 8 年 8 月 事業目的にアルミニウムの売買を追加 

平成 9 年 4 月 東京工業品取引所アルミニウム市場における商品取引員としての許可を取得 

平成 9 年 10 月 資本金を 7 億 2,304 万 4,000 円に増資 

平成 10 年 7 月 横浜支店閉鎖 

平成 10 年 10 月 横浜生絲取引所と前橋乾繭取引所の合併による横浜商品取引所の設立に伴い、同取引所に

おける商品取引員としての許可を取得 

平成 11 年 6 月 東京工業品取引所石油市場における商品取引員としての許可を取得 

商品投資販売業の区分変更の許可を取得（商品ファンド協議法人） 

事業目的に外国為替取引を追加 

平成 11 年 7 月 名古屋支店開設 

平成 11 年 9 月 外国為替証拠金取引「外為トレード」開始 

平成 12 年 2 月 自社ビル取得に伴い、本社を東京都渋谷区渋谷 2 丁目に移転 

上野支店及び新宿支店閉鎖 

平成 12 年 4 月 商品先物オンライントレード「ハーベストオンライン」開始 

平成 12 年 7 月 仙台支店移転 

平成 12 年 9 月 東京工業品取引所綿糸市場廃止 

平成 12 年 11 月 青山支店開設 

平成 12 年 12 月 ニューヨーク事務所開設 

平成 13 年 2 月 インターネット外国為替証拠金取引「ｅ‐外為トレード」開始 

平成 13 年 5 月 横浜商品取引所農産物市場における受託会員としての許可を取得 

平成 13 年 9 月 米国同時多発テロによりニューヨーク事務所崩壊 

平成 13 年 11 月 ニューヨーク事務所再開 

名古屋支店移転 

平成 14 年 12 月 事業目的に両替業を追加 

関西商品取引所水産物市場における商品取引員としての許可を取得 

平成 15 年 11 月 福岡支店開設 

平成 15 年 12 月 青山支店を移転し品川支社として開設 

平成 16 年 5 月 米国現地法人 HARB.Inc 設立 

平成 16 年 11 月 

平成 17 年 2 月 

資本金を 10 億円に増資 

株式会社グッドベスト（100%出資子会社）を東京都に設立 

平成 17 年 3 月 改正商品取引所法の規定に基づき商品取引受託業務の許可を取得 

平成 17 年 6 月 事業目的に金融先物取引及び生命保険の募集に関する業務を追加 

平成 17 年 8 月 沖縄カスタマーセンター開設 

 アリコジャパンと保険募集代理店契約締結 

平成 17 年 9 月 HARB.Inc 移転 

平成 17 年 10 月 生命保険募集業務開始 

平成 17 年 11 月 中国先物取引業者の南華期貨経紀有限公司と業務提携 

平成 18 年 3 月 金融先物取引業の登録を受ける 

 東京金融先物取引所の為替証拠金取引及び為替証拠金清算の資格を取得 

平成 18 年 7 月 商品投資販売業運用法人として許可変更 

平成 18 年 9 月 Harbest Fund Management,Ltd. （100%出資子会社をケイマンに設立） 

平成 18 年 10 月 JCCI コモディティインデックスファンド「地球のめぐみ」（自社組成ファンド）募集開始 

平成 19 年 1 月 支店網統合（仙台支店、大阪支店、名古屋支店、福岡支店及び品川支社閉鎖） 
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年  月 概            要 

平成 19 年 6 月 夢真証券株式会社（100%出資子会社）譲渡により取得 

平成 19 年 8 月 関西商品取引所水産物市場受託会員脱退 

平成 19 年 9 月 金融商品取引法に基づき金融商品取引業の登録を受ける 

平成 19 年 12 月 

平成 20 年 5 月 

平成 20 年 12 月 

平成 21 年 3 月 

 

 

 

 

 

平成 21 年 4 月 

平成 21 年 5 月 

平成 21 年 8 月 

平成 21 年 10 月 

 

平成 22 年 2 月 

平成 22 年 3 月 

平成 22 年 8 月 

 

 

 

 

 

平成 22 年 10 月 

平成 22 年 12 月 

平成 23 年 1 月 

平成 23 年 5 月 

平成 23 年 8 月 

平成 24 年 3 月 

平成 24 年 8 月 

平成 24 年 9 月 

平成 25 年 5 月 

平成 25 年 7 月 

平成 26 年 3 月 

ハーベスト証券株式会社（旧夢真証券株式会社）譲渡により売却 

株式会社グッドベストを譲渡により売却 

本社を東京都中央区日本橋兜町に移転 

岡安商事株式会社の商品先物事業を吸収分割により承継 

本社を大阪市中央区北浜に移転 

商号を岡安商事株式会社に変更 

支店開設（東京本部統括店、札幌支店、岡山支店） 

関西商品取引所農産物市場・水産物市場・砂糖市場・農産物飼料指数市場受託会員 

中部大阪商品取引所鉄スクラップ市場受託会員 

東京穀物商品取引所砂糖市場受託会員脱退 

ＯＴＣ（店頭為替証拠金取引）をｱｲﾃﾞｨｰｵｰ証券へ分割 

大阪岡安商事株式会社の純金積立業務を吸収分割により承継 

中部大阪商品取引所鉄スクラップ市場廃止に伴う受託会員脱退 

岡山支店閉鎖・札幌支店を札幌出張所に名称変更 

札幌出張所移転 

東京工業品取引所日経・東工取商品指数市場受託会員加入 

㈱アサヒトラストの商品先物事業を吸収分割により承継 

日本橋支店開設 

東京穀物商品取引所砂糖市場受託会員 

オリオン交易㈱の商品先物事業を吸収分割により承継 

福岡支店開設 

中部大阪商品取引所石油市場受託会員 

東京工業品取引所中京石油市場受託会員 

商品先物取引法改正に伴う商品先物取引業の許可 

日本橋支店を東京本部統括店に統合 

㈱小林洋行の外国為替証拠金取引受託業務を吸収分割により承継 

札幌出張所を札幌支店に変更 

東京工業品取引所アルミニウム市場受託会員脱退 

外国商品市場取引の取次業務開始 

東京工業品取引所日経・東工取商品指数市場受託会員脱退 

海外通貨先物取引の取次業務開始 

海外商品市場を追加開設 

資本金を 12 億円に増資 
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 ② 事業の内容 

 （1）経営組織 

    当社の経営組織は、次のとおりです。 
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（2）事業の内容 

(a)商品先物取引業 

  イ．国内商品市場取引に係る業務 

 当社は、商品先物取引法第 2 条第 22 項に基づく、商品市場における取引の委託を受け、

又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為を業として農林水産大臣及び経済産

業大臣から商品先物取引業の許可を得た商品先物取引員業者であり、下記の商品市場の受

託会員として、当該商品市場における取引の受託業務を行っております。 

（許可番号：農林水産省「指令 22 総合第 1351 号」、経済産業省「平成 22･12･22 商第 6 号」） 

なお、当社で取引できる商品は以下のとおりです。 

取引所名 当社における取扱商品 

㈱東京商品取引所 

 

貴金属（金・銀・白金・パラジウム・金ミニ・白金ミニ）、

ゴム、石油（ガソリン・灯油・原油・軽油・中京ガソリン・

中京灯油）、農産物・砂糖（小豆・一般大豆・とうもろこし・

粗糖） 

大阪堂島商品取引所 

農産物（米穀・とうもろこし・米国産大豆・小豆・Non-GMO

大豆）、砂糖（精糖・粗糖）、農産物指数（国際穀物等指数・

コーヒー指数）、水産物（冷凍エビ） 

 

  ロ．外国商品市場取引に係る業務 

当社は、R.J.O’Brien＆Associates LLC を取次先とした、外国商品市場における取引の委託

の取次ぎ業務を行なっております。 

なお、当社で取引できる商品は以下のとおりです。 

取引所名 当社における取扱商品 

シカゴマーカンタイル取引所 生牛・肥育牛・赤身豚肉 

ニューヨーク商品取引所 金・マイクロ金・ミニ金・銀・ミニ銀・銅・ミニ銅 

ニューヨーク商業取引所 

原油・ミニ原油・改質ガソリン・暖房油・天然ガス・ミニ天然ガ

ス・プラチナ・パラジウム・改質ガソリンクラックスプレッド・

暖房油クラックスプレッド 

シカゴ商品取引所 
とうもろこし・ミニとうもろこし・大豆・ミニ大豆・小麦・ミニ

小麦・大豆粕・大豆油 

米ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ取引所 ココア・コーヒー・綿・オレンジジュース・粗糖 

欧州ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ取引所 原油・ガソリン・灯油・軽油 

      

ハ．店頭デリバティブ取引に係る業務 

当社は店頭デリバティブ取引の取扱は行っておりません。 

 

ニ．国内商品市場における取引を行う業務 

自己の計算において国内商品市場における取引を行う業務であります。自己売買業務は

上記イに掲げた商品市場において行っております。 

 

（b）兼業業務 

  イ．外国為替取引業  

金融商品取引法第 29 条に基づき登録を受けた金融商品取引業者であり、取引所為替証

拠金取引「くりっく 365」の取引を行っております。（登録番号：「近畿財務局長（金商）

第 304 号」） 

  ロ．商品投資販売業 

運用法人として、商品ファンドの組成、販売等を行っております。 

（登録番号:「近畿財務局長（金商）第 304 号｣) 
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ハ．純金積立募集業 

        双日株式会社への運用委託契約により純金積立募集に関する業務を行っております。 

     二. 通貨先物取引業 

        R.J.O’Brien＆Associates LLC を取次先とした、海外市場における取引の委託の取次ぎ

業務を行なっております。 

         

 

 

③ 営業所、事務所の状況 

名  称 所   在   地 電話番号 

本 社 大阪市中央区北浜二丁目３番８号 0 6 - 6 2 2 2 - 0 0 0 1 

東 京 本 部 統 括 店 東京都中央区日本橋人形町 1 丁目１番１号 0 3 - 5 6 4 2 - 8 5 5 1 

福 岡 支 店 福岡県福岡市博多区祇園町 4 番 13 号 0 9 2 - 2 8 2 - 5 3 0 0 

札 幌 支 店 札幌市中央区南一条西五丁目５番地５ 0 1 1 - 2 2 2 - 5 7 7 7 

 

 

 

④ 財務の概要 

決算年月  平成 27 年 3 月期 

（a） 資本金  1,200,000 千円  

（b） 営業収益  2,167,237 千円  

（c） 受取手数料  1,898,586 千円  

（d） トレーディング損益  6,654 千円  

（e） 経常損益  45,028 千円  

（f） 当期純損益  30,528 千円  

（g） 純資産額規制比率  307.6 ％  

※1 千円未満は切り捨てて表示しております。 

 

 

 

⑤ 発行済株式総数 

  発行済株式の総数  2,041,300 株   （平成 27 年 3 月 31 日現在） 

（注） 当社の株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりません。 
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⑥ 上位 10 位までの株主の氏名等 

 

氏名又は名称 保有株式数 割合 

㈱岡安 641,211 株 31.4％ 

岡本 昭 431,780 株 21.2％ 

岡本 安明 230,553 株 11.3％ 

従業員持株会 188,179 株 9.2％ 

岡本 昭治 117,745 株 5.8％ 

岡安不動産㈱ 95,000 株 4.7％ 

岡本  子 52,780 株 2.6％ 

姫野 健一 50,550 株 2.5％ 

寒河江 亮一 41,841 株 2.1％ 

岡本 みどり 29,192 株 1.4％ 

合計  10 名 1,878,831 株 92.2％ 

 

 

⑦ 役員の状況（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

 

                                                         

役  職  名 氏  名 
代表権  

の有無 

常勤・非常勤

の別 

取締役最高顧問 岡本  昭 無 

 

常勤 

 

代表取締役会長 岡本 安明 有 

 

常勤 

 

取締役社長 姫野 健一 無 

 

常勤 

 

取締役統括本部長 菅野 逸夫 無 

 

常勤 

 

監査役 長浜 春二 無 

 

常勤 

 

監査役 岡本  子 無 

 

非常勤 

 

監査役 岡本 みどり 無 

 

非常勤 

 

計 7 名   

（注）1．監査役のうち、岡本 子氏及び岡本みどり氏は、会社法第 335 条第 3 項に定める 

社外監査役であります。 
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⑧ 従業員の状況（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

 

 
役 員 

 
使用人 合計 

うち非常勤 

総数 ７名  ２名  １５１名  １５８名  

（うち外務員数） （  ２名） （  ０名） （１２８名） （１３０名） 

 

 

 

２．営業の状況 

 

① 営業の経過及び成果 

  当社は、総合金融サービス提供会社として、商品先物取引、外国為替証拠金取引を中心に

様々な商品を提供することも含めて、お客様への利便性を向上することにより多くの取引機

会を提供することに全力を注いでまいりました。そして、当社の中心であるリテール向けサ

ービスに重点をおくことはもちろんのこと、セミナー開催の充実を図り集客力を高め、様々

な顧客層をターゲットにしたセミナー開催を展開し、顧客層の拡大に努めました。これらに

加えて、引き続き、BtoB ビジネスの積極的な展開を図ってまいりました。前期に引き続き、

新たな為替証拠金取引の取次受託を開始し、収益力の強化に努めてまいりました。 

 

（1）受取手数料部門 

   （a）国内商品市場取引   売買高は、3,279,535 枚（前期比 18.1％増） 

受取手数料は、1,232,494 千円（前期比 18.7%増） 

（b）外国商品市場取引   売買高は、73,966 枚（前期比 64.5％減） 

受取手数料は、15,545 千円（前期比 46.1%減） 

（c）店頭デリバティブ取引 取引はありません 

 

（2）トレーディング部門  

（a）国内商品市場取引   売買高は、2,432 枚（前年比 73.2％増） 

売買損益は、990 千円  

（b）外国商品市場取引   取引はありません  

（c）店頭デリバティブ取引 取引はありません 

 

（3）為替証拠金取引部門 

               売買高は、2,630,532 枚（前期比 55.6％増） 

              受取手数料は、649,895 千円（前期比 20.2％減） 

     

 

② 取引開始基準 

当社では、商品デリバティブ取引の契約締結にあたり、一人一人のお客様の投資目的や投資経験、

知識、金融資産等の実情に適した取引を行っていただくために、取引開始基準を下記のとおり定め

ております。 

 

 （対面取引） 

◆絶対不適格者 

   当社は、以下のお客様を絶対不適格者とし、いかなる事由があろうとも勧誘及び受託を一切行わ

ないものとする。 

１.損失又は取引証拠金等の額を上回る損失が生ずるおそれのある取引の勧誘を受けることを拒否す

る旨を明確に示した者 
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２.商品デリバティブ取引に関わる知識、締結する目的又は判断能力等の適合性に欠ける以下の者 

①未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人 

②精神障害、知的障害及び認知症状が明確に認められる者 

③知識及び特性の認識を著しく欠く者 

３.取引資金に適合性を欠く以下の者 

①生活保護法被適用者及びその世帯に属する者 

②破産者で復権を得ない者 

③借入によって取引を行なおうとする者 

４.過去に商品取引事故を恣意的に惹起し若しくは惹起する恐れがある者又は反社会的組織に属す

ると認められる者 

５.受託契約時に７５歳以上の高齢者 

６.長期療養者等取引の意思疎通に支障がある者 

７.その他前記各号に準ずる者及び商品先物取引の適合性に欠けると判断される者 

 

◆原則不適格者 

当社は、以下のお客様を原則不適格者とし、原則として勧誘及び受託を行わないものとする。 

１.７０歳以上の高齢者 

２.年金、恩給、退職金、保険金等により主として生計を立てている者（以下「年金等生活者」とい

う）但し、「生計を立てている」とは、それらの収入が収入全体の過半を占めている場合をいう 

３.年収が３５０万円に満たない者 

４.投資可能資金額を超える取引証拠金を必要とする取引を行おうとする者 

５.取引上の意思伝達に支障がある職務に従事する者 

６.７５歳以上の高齢者で当社にて取引継続中に７５歳以上に達した委託者 

７.リスクのある金融取引の経験がない者 

８.その他、前記各号に準ずる者 

  ※尚、原則不適格者については、別途定める要件を満たす場合については、審査によって勧誘又は受

託を認めることがあります。 

 

 

 （電子取引） 

◆絶対不適格者 

   当社は、以下のお客様を絶対不適格者とし、いかなる事由があろうとも受託を一切行わないもの

とする。 

１. 元本欠損又は元本を上回る損失が生ずる恐れのある取引をしたくない者 

２.商品デリバティブ取引に関わる知識、締結する目的又は判断能力等の適合性に欠ける以下の者 

①未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人 

②精神障害、知的障害及び認知症状が明確に認められる者 

③知識及び特性の認識を著しく欠く者 

３.取引資金に適合性を欠く以下の者 

①生活保護法被適用者及びその世帯に属する者 

②破産者で復権を得ない者 

③借り入れによって取引を行なおうとする者 

４.過去に商品取引事故を恣意的に惹起し若しくは惹起する恐れがある者又は反社会的組織に属す

ると認められる者 

５.受託契約時に７５歳以上の高齢者 

６.長期療養者等取引の意思疎通に支障がある者 

７.当社が、その者が過去に行った商品先物取引及びその他金融取引において、不適切な取引があっ

たと判断する場合 

８.その他前記各号に準ずる者 

 

◆原則不適格者 

当社は、以下のお客様を原則不適格者とし、原則として受託を行わないものとする。 

１.年金、恩給、退職金、保険金等により主として生計を立てている者（以下「年金等生活者」とい

う）但し、「生計を立てている」とは、それらの収入が収入全体の過半を占めている場合をいう 
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２．取引上の意思伝達に支障がある職務に従事する者 

３．既に当社で対面取引の建玉がある委託者乃至建玉が見込まれる委託者 

４.７５歳以上の高齢者で当社にて取引継続中に７５歳以上に達した委託者 

５．その他、前記各号に準ずる者及び商品先物取引の適合性に欠けると判断される者 

  ※尚、原則不適格者については、別途定める要件を満たす場合については、審査によって受託を認め

ることがあります。 

 

 

 ③ 顧客数 

 

   顧客数   1,753 名 (平成 27 年 3 月 31 日現在) 
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３．経理の状況 

①貸借対照表 

貸 借 対 照 表 
（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

（単位：千円） 

資  産  の  部 負  債  の  部 

流 動 資 産  15,851,849 流 動 負 債  14,499,350 

現 金 預 金  586,994 短 期 借 入 金  50,000 

委 託 者 未 収 金  70,603 未 払 法 人 税 等  11,585 

保 管 有 価 証 券  444,596 預 り 証 拠 金  12,810,957 

差 入 保 証 金  11,309,657 未 払 金  1,371,166 

委託者先物取引差金  982,800 未 払 消 費 税 等  51,259 

預 託 金  22,435 未 払 費 用  78,728 

金 銭 の 信 託  22,200 預 り 金  125,652 

未 収 入 金  1,417,855 固 定 負 債  810,000 

短 期 貸 付 金  959,279 長 期 借 入 金  810,000 

そ の 他 の 流 動 資 産  45,719 特別法上の準備金  50,401 

貸 倒 引 当 金  △10,290 商品取引責任準備金  41,248 

固 定 資 産  1,591,161 金融商品取引責任準備金  9,153 

 有形固定資産  91,200    

建 物 及 び 設 備  44,835 負 債 合 計 15,359,752 

車 両  361 純 資 産 の 部 

器 具 及 び 備 品  8,119 株 主 資 本 2,100,701 

土 地  37,884 資 本 金  1,200,000 

 無形固定資産  20,013 利 益 剰 余 金  900,701 

ソ フ ト ウ ェ ア  18,944   利 益 準 備 金  250,000 

その他の無形固定資産  1,069   その他利益剰余金  650,701 

 投資その他の資産  1,479,947     任 意 積 立 金  3,400,000 

投 資 有 価 証 券  553,732    (役員退職積立金)  (150,000) 

関 係 会 社 株 式  28    ( 別 途 積 立 金 )  (3,250,000) 

出 資 金  24,213 繰越利益剰余金  △2,749,298 

長 期 差 入 保 証 金  529,954 評価・換算差額等  △17,442 

そ の 他 の 投 資 等  405,743 その他有価証券評価差額金  △17,442 

貸 倒 引 当 金  △33,725    

   純 資 産 合 計 2,083,258 

資 産 合 計 17,443,011 負 債 純 資 産 合 計 17,443,011 
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②損益計算書 

損 益 計 算 書 

（自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日） 

（単位：千円）    

科        目 金      額 

営 業 収 益   

受 取 手 数 料 1,898,586  

売 買 損 益 6,654  

そ の 他 の 営 業 収 益 261,996 2,167,237 

営 業 費 用   

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,144,232 2,144,232 

営  業  利  益  23,005 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 配 当 金 33,229  

物 流 取 扱 差 益 9,852  

そ の 他 の 営 業 外 収 益 38,642 81,725 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 38,920  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,922  

そ の 他 の 営 業 外 費 用 16,860 59,702 

 経  常  利  益  45,028 

特 別 損 失   

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 2,435  

そ の 他 の 特 別 損 失 4,100 6,535 

税 引 前 当 期 純 利 益  38,492 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,964 7,964 

当 期 純 利 益  30,528 

 



 - 13 -  

③株主資本等変動計算書 

株主資本等変動計算書 

（自平成 26年 4月 1日 至平成 27年 3月 31日） 

 

（単位：千円） 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

役員 

退職 

積立金 

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

前 期 末 残 高 1,200,000 250,000 150,000 3,250,000 △2,779,826 870,173 

当 期 変 動 額       

当 期 純 利 益     30,528 30,528 

株 主 資 本 以 外 

の 項 目 の 当 期 

変 動 額 （ 純 額 ） 

      

当 期 変 動 額 合 計 - - - - 30,528 30,528 

当 期 末 残 高 1,200,000 250,000 150,000 3,250,000 △2,749,298 900,701 

 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他有価証

券評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

前 期 末 残 高 - 2,070,173 △14,086 △14,086 2,056,086 

当 期 変 動 額      

当 期 純 利 益  30,528   30,528 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 

当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 
  △3,356 △3,356 △3,356 

当 期 変 動 額 合 計 - 30,528 △3,356 △3,356 27,171 

当 期 末 残 高 - 2,100,701 △17,442 △17,442 2,083,258 
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④個別注記表 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

  重要な会計方針 

1．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）関係会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額金は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）によっております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

2．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 

定率法（平成 10 年 4 月 1 日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）によ

っております。 

（2）無形固定資産 

定額法によっております。ソフトウエア（自社利用分）については社内における利用可能期間

（5 年）に基づく定額法によっております。 

（3）長期前払費用 

均等償却によっております。 

3．のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間 

のれんについては、主としてその効果が発現する期間に渡って均等償却を行っています。但し、

平成 22 年 4 月 1 日以降に発生した負ののれんは、当該負ののれんが生じた事業年度の利益として

処理しております。 

4．引当金及び特別法上の準備金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等に基づき、貸倒懸念債権等の

特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上しております。 

（2）商品取引責任準備金 

商品先物取引法第 221 条の規定に基づいて計上しております。 

（3）金融商品取引責任準備金 

金融商品取引法第 46 条の 5 第 1 項の規定に基づいて計上しております。 

5．収益の計上基準 

（1）受取手数料 

①商品先物取引に係る受取委託手数料 

商品取引所における約定日に計上しております。 

②商品ファンド販売手数料 

取引約定日に計上しております。 

③為替証拠金取引に係る受取委託手数料 

   取引約定日に計上しております。 

（2）売買損益 

反対売買により取引を決済したときに計上しております。また、未決済建玉については時価に

よる評価損益を計上しております。 

 6．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

（1）リース取引の会計処理 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（2）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
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Ⅱ．貸借対照表に関する注記 

1．担保に供している資産及び担保に係る債務 

担保に供している資産 担保に係る債務 

預託金                    20,000 千円 (注 1) 

建物            41,100千円 短期借入金         50,000 千円 

土地            37,884千円 

投資有価証券        400,119 千円 (注 1) 

  (注 1) 商品先物取引法施行規則第 98 条第 1 項第 4 号の規定に基づく保証を受けるために日本商品

委託者保護基金へ差し入れているものです。委託者保護基金代位弁済保証額は 200,000 千円で

あります。 

2．預託資産 

   取引証拠金等として次の資産を㈱日本商品清算機構、㈱東京金融取引所及び海外商品先物取引の

取次先として R.J. O'Brien & Associates LLC 等へ預託しております。 

   保管有価証券           444,596 千円 

   差入保証金         11,309,657 千円 

  3．分離保管資産 

    商品先物取引法第 210 条の規定に基づき分離保管しなければならない保全対象財産の金額は

40,390 千円であり、同施行規則第 98 条の規定に基づく、委託者資産保全措置額は 200,000 千円であ

ります(基金代位弁済保証額 200,000 千円)。 

4. 有形固定資産の減価償却累計額   230,324 千円 

    上記、減価償却累計額には、減損損失累計額 18,614 千円を含んでおります。 

5．偶発債務 

以下の係争事件があります 

 事件の内容                    損害賠償請求 

 相手方             委託者 

 被請求金額                    136,365 千円 

6．関係会社に対する金銭債権債務 

   長期金銭債権          28,612 千円 

   短期金銭債務           41,266 千円 

長期金銭債務          500,000 千円 

 7．委託者先物取引差金 

委託者の未決裁玉に関する約定代金と決算期末の時価との差損益金の純額であって、㈱日本商品

清算機構との間で受払清算された金額であります。この金額は、全て委託者の各商品取引所の商品

ごとに差損益金を算定した上で、商品取引所ごとに合計して算出されたものであります。 

 

Ⅲ．損益計算書に関する注記 

1．関係会社との取引高 

  営業取引による取引高 

   営業収益             927 千円 

   営業費用            1,191 千円 

  営業取引以外の取引高       23,650 千円 

2．その他の特別損失 

訴訟関連損失             4,100 千円 

 

Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記 

1． 発行済株式ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

        前期末株式数  当期増加数  当期減少数   当期末株式数 

発行済株式 

普通株式  2,041,300 株      0       0   2,041,300 株  

合計     2,041,300 株      0       0   2,041,300 株 
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Ⅴ．リースにより使用する固定資産に関する注記 

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両及び事務機器等の一部については、所有権移転外フ

ァイナンス・リース契約により使用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、リース取引開始日が平成 20 年 3 月 31 日以前であるため、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じて会計処理を行っております。 

 

Ⅵ．金融商品に関する注記 

1. 金融商品の状況に関する事項 

   当社は、資金運用については、収益性、流動性を勘案しつつ、安全性の高い金融資産で運用して

おります。 

委託者未収金及び貸付金については回収実績に基づき貸倒引当金を設定し、リスクの軽減を図っ

ております。また、差入保証金は取引証拠金として㈱日本商品清算機構、㈱東京金融取引所並びに

R.J. O'Brien & Associates LLC 等へ差し入れたものとなっております。 

金銭の信託については委託者資産の保全措置として、信託会社等に分離保管された金銭の信託と

なっております。また、投資有価証券は、非上場株式と商品ファンドであり、時価のある金融商品

については、毎月時価の把握を行っております。 

長期差入保証金については、取引所及び関係団体に差し入れた保証金及び事務所等の敷金等とな

っております。 

また、借入金については、運転資金に係る資金調達となっております。 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

   平成 27 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりでありま

す。 

                                       （単位：千円） 

 貸借対照表計上額

（*） 

時価（*） 差額 

（1）現金預金 

（2）委託者未収金(*1) 

     貸倒引当金(*2) 

 

（3）差入保証金 

（4）金銭の信託 

（5）貸付金(*1) 

   貸倒引当金(*2) 

 

（6）投資有価証券 

（7）長期差入保証金 

（8）短期借入金(*3) 

（9）長期借入金(*3) 

（10）デリバティブ 

586,994 

408,464 

△31,558 

586,994 

 

 

- 

 

 

376,905 

11,309,657 

22,200 

979,213 

△11,518 

376,905 

11,309,657 

22,200 

 

 

- 

- 

- 

 

 

967,694 

28,612 

529,954 

(50,000)

 (810,000)

- 

967,694 

28,612 

529,954 

(50,000)

(864,712)

- 

- 

- 

- 

- 

(54,712)

- 

(*1)固定資産に含まれる委託者未収金及び貸付金を含めております。 

(*2)委託者未収金及び貸付金に係る貸倒引当金を控除しております。 

(*3)負債に計上されているものについては( )で示しております。 

 注 1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバディブ取引に関する事項 

  （1）現金預金、（3）差入保証金、（4）金銭の信託及び（8）短期借入金 

     これらは短期間で決済される為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によって

おります。 

  （2）委託者未収金 

     委託者未収金については、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用

リスクと見做し、時価を算定しております。 

  （5）貸付金 

     貸倒引当金を信用リスクと見做し、時価を算定しております。 

（6）投資有価証券 

     商品ファンドは基準価格によっております。 
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（7）長期差入保証金 

   長期差入保証金の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。 

（9）長期借入金 

   無リスクの利子率で割り引いて時価を算定しております。 

注 2）非上場株式（貸借対照表計上額 525,119 千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

ローを見積もることができないので、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6)

投資有価証券」には含めておりません。 

 

Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記 

1. 親会社及び法人主要株主等 

                                        (単位：千円) 

会 社 等 の

名称 

議決権等の

所 有 ( 被 所

有）割合 

関連当事者

との関係 

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

㈱岡安 被所有 

 直接 31％ 

役員の兼任 資金の借入 

(注１) 

利息の支払 

500,000 

 

22,999 

長期借入金 500,000 

 

  取引条件及び取引条件の決定方針 

(注 1) 利息については市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間 2 年及び 3 年となって

おります。なお担保は差入れておりません。 

Ⅷ．1 株当たり情報に関する注記 

1．1 株当たり純資産額      1,020 円 55 銭 

2．1 株当たり当期純利益        14 円 95 銭 

 

Ⅸ．退職給付に関する注記 

当社が加入しておりました複数事業主制度の全国商品取引業厚生年金基金は、平成 25 年 1 月 25

日開催の代議員会で解散決議を行い、平成 25 年 3 月 21 日をもって解散し、清算業務に入りました。 

平成 27 年 3 月末の時点で、全国商品取引業厚生年金基金事務局では、最低責任準備金の最終確

定のため、国及び企業年金連合会に対し、記録突合せによる、記録整備に取り組んでおり、最低責

任準備金の最終確定には至っておりません。 

 

⑤監査に関する事項   

このディスクロージャー資料のうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記

表については、会社法に基づき会計監査人の監査を受けております。 
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